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建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う 

入札金額の内訳書の取扱いについて（通知） 

 

 

 平素は，市行政に対しまして，ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 標記の件について，公共工事の入札及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律（平成１２年法律第１２７号。）が改正され，ダンピング受注の防止等のため

の措置として，建設業者は，公共工事の入札に係る申込みの際に，その金額にかかわら

ず，入札金額の内訳を記載した書類を提出するものとされました。 

 つきましては，これまで本市において設計価格１３０万円（消費税及び地方消費税相

当額含む）未満の予定価格を事前公表しない案件に関しましては工事費内訳書の提出を

求めておりませんでしたが，平成２７年 ４月 １日以降に開札する全ての公共工事の

入札において，工事費内訳書の提出を求めることになりました。 

 なお，再度入札については，内訳書の再提出が困難である場合が想定されることから，

最初の入札のみの内訳書提出で構いません。 


